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【ご注意】

本スライドは、「平成29年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業地域包括ケア推進に向けた総合
的な自治体職員研修・支援体制に関する調査研究」（㈱富士通総研）の成果品である研修資料の一部として作成された
ものです。

利用にあたっては、同報告書で示している研修プログラム・研修、本スライドのノート部分を参考にお使いください。

報告書ＵＲＬ：http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-
health/2017chiikihoukatsucare.html 



第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、こ

れらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健

医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度

を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増

進を図ることを目的とする

（介護保険）

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、

医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に

基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、そ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければなら

ない。
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介護保険法(総則 1､2､4､5条)-1



介護保険法(総則 1､2､4､5条)-2

（国民の努力及び義務）

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に

健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他適

切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるもの

とする。

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

（国及び地方公共団体の責務）

第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提

供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

２ 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をし

なければならない。

３ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要

介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域に

おける自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図り

つつ包括的に推進するよう努めなければならない。

４ 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者

その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(総則 2条)

第一章 総則

（定義）

第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み

慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防

（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しく

は悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
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●今までの話をもとに考えてみましょう。

「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができる」（介護保険法 第一条1項）

・・「尊厳の保持」と「自立支援」は、高齢者支援の基本理念

「尊厳の保持」・・・・・・・自らの意思に基づいた生活の継続・本人の自己決定の尊重

「自立した日常生活」・・それぞれが有する能力に応じて自立した生活を営むための支援

もし、介護が必要になっても、その人が持っている力を活用し、自立して生活することを
支援する「自立支援」を目指す。

→【支援の考え方】
その人なりの生活の仕方や潜在する力を周囲が大切にし、その人の人格を尊重し、
その人らしさを支える

アイスブレイク（1/2）
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一方、高齢期には、自立～虚弱～要介護・・のように心身の状態の変化や、
「住まい方」（家族関係や近隣住民・友人との関係性、高齢化に伴って
住み慣れた家でも住みにくくなる等）の変化が生じます。

では、「足腰は弱ってはいるが介護サービス等は不要と考え

られる虚弱の高齢者」と、「寝たきりの高齢者」の場合、

・・・支援において、どのような点は同じなのでしょうか

・・・支援において、どのような点がちがうのでしょうか？
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もし、介護が必要になっても、その人が持っている力を活用し、自立して生活することを支援する「自立支援」を目指す。
→【支援の考え方】
その人なりの生活の仕方や潜在する力を周囲が大切にし、その人の人格を尊重し、その人らしさを支える

自己紹介（市町村・部署・担当事業・
本分野の経験の有無、担当事業）を
兼ねて一人ずつお話しください。
（1～2分程度）

●今までの話をもとに考えてみましょう。

「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができる」（介護保険法 第一条1項）

・・「尊厳の保持」と「自立支援」は、高齢者支援の基本理念
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